
９．役員改選について（案）

 今年度は役員改選期にあたるので、下記のとおり承認を求める。

 対馬軟式野球連盟規約　第６章　役員の選出・職務　第16条によると

１．会長、副会長(ともに理事職)は評議員会(総会)で推挙する。と、なっている。

２．理事長、副理事長は理事以上の互選により評議員会(総会)で推挙する。と､なっている。

３．常任理事は次の４項に掲げる理事の中から若干名を会長が委嘱し、役員に属する。

４．理事は対馬市６町より各１名

　　および少年部より１名と

　　審判部より３名を会長が委嘱し

　　理事長を補佐するとともに

　　本連盟の評議員会(総会)への

　　提出事項を審議する。

５．評議員は当年度に登録する

　　全てのチームより１名を選出し

　　本連盟の重要事項を議決する。

６．事務局員は会長が任免する。事務局員は役員の中から適任者を選び兼任することができる。

７．監事は評議員会(総会)で２名を選出し、本連盟の会計を監査する。

８．顧問は本連盟に特に功績があった者を理事会で推挙し会長が委嘱する。

　　顧問は会長の諮問に応ずる。
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